
令
和
五
年
農
林
水
産
省
・
環
境
省
令
第
二
号

農
薬
取
締
法
第
四
条
第
一
項
第
十
一
号
の
農
林
水

産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
を
定
め
る

省
令

農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第

四
条
第
一
項
第
十
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
薬
取
締
法

第
四
条
第
一
項
第
十
一
号
の
農
林
水
産
省
令
・
環
境
省
令

で
定
め
る
場
合
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

農
薬
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第

一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
農
林
水
産
省
令
・
環
境
省

令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
と
す
る
。

一
　
当
該
農
薬
が
、
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
農

薬
と
み
な
さ
れ
た
天
敵
で
あ
り
、
か
つ
、
法
第
三
条
第

二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記

載
に
従
い
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
と
し
た
場
合
に
お
い

て
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
使
用
に
伴
う
と
認
め
ら
れ
る

生
活
環
境
動
植
物
の
被
害
が
発
生
し
、
か
つ
、
そ
の
被

害
が
著
し
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

二
　
当
該
農
薬
の
原
料
の
う
ち
農
薬
原
体
を
除
く
部
分
に

お
け
る
別
表
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
物
質
の
含
有
量

が
、
当
該
農
薬
の
全
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

で
あ
る
と
き
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
法
第
三
条
第
一

項
の
登
録
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の

際
、
登
録
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い

も
の
に
つ
い
て
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

別
表一

　
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド

二
　
ア
モ
サ
イ
ト

三
　
一―

エ
チ
ル
ピ
ロ
リ
ジ
ン―

二―

オ
ン

四
　
エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド

五
　
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

（
別
名
セ
ロ
ソ
ル
ブ
）

六
　
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
ア

セ
テ
ー
ト
（
別
名
セ
ロ
ソ
ル
ブ
ア
セ
テ
ー
ト
）

七
　
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

（
別
名
メ
チ
ル
セ
ロ
ソ
ル
ブ
）

八
　
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
ア

セ
テ
ー
ト

九
　
エ
ピ
ク
ロ
ロ
ヒ
ド
リ
ン

十
　
キ
ノ
リ
ン

十
一
　
ク
リ
ソ
タ
イ
ル

十
二
　
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト

十
三
　
鉱
油
（
高
度
に
精
製
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

十
四
　
一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
二
塩
化
エ

チ
レ
ン
）

十
五
　
四
ホ
ウ
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

十
六
　
四
ホ
ウ
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
五
水
和
物

十
七
　
四
ホ
ウ
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
十
水
和
物

十
八
　
Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル
ホ
ル
ム
ア
ミ
ド

十
九
　
十
三
酸
化
八
ホ
ウ
素
二
ナ
ト
リ
ウ
ム
四
水
和
物

二
十
　
獣
脂
ア
ル
キ
ル
ア
ミ
ン
の
エ
ト
キ
シ
化
物

二
十
一
　
二―

ニ
ト
ロ
プ
ロ
パ
ン

二
十
二
　
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

二
十
三
　
一
・
三―

ブ
タ
ジ
エ
ン

二
十
四
　
フ
タ
ル
酸
ジ
イ
ソ
ブ
チ
ル

二
十
五
　
フ
タ
ル
酸
ジ―

ノ
ル
マ
ル―

ブ
チ
ル

二
十
六
　
ベ
ン
ゼ
ン

二
十
七
　
ベ
ン
ゾ
［
ａ
］
ピ
レ
ン

二
十
八
　
ホ
ル
ム
ア
ミ
ド

二
十
九
　
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

三
十
　
Ｎ―

メ
チ
ル
ホ
ル
ム
ア
ミ
ド

1


